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事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 応募者（事業主体）】 

応募書類の提出 

応募書類の作成 

応募書類の審査 
〔評価委員会〕 

（応募者・事業内容の基本要件

の適合等の審査） 

応募書類の受付 

公募開始 

６月２６日 

※必着 

取得財産等の適正管理 

完了実績報告書および事

業報告書等の提出 

補助金交付決定通知 
の受取り 

補助金交付申請書の提出 

採択通知の受取り 

額の確定・補助金精算払 

完了実績の審査 

補助金交付決定・通知 

補助金交付申請書の受付 
（補助対象経費等申請書 
の審査） 

事業の採択・通知 

補助金の受領 

事業着手 

７月頃 

８月頃 

３月 

４月（予定） 

事業に関するアンケート、ヒ
アリング等 次年度以降 

 
中間ヒアリング
の実施 

５月下旬 

【 国土交通省 】 

中間報告 １０月頃 

事業成果報告会への参

加・報告 
２月中旬 
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先駆的空き家対策モデル事業募集要領 

 

１．事業の趣旨 

空き家対策については、先駆的な地方公共団体による自主条例に基づく取組実績が

一定程度は存在しているものの、平成 27 年 5 月に施行された空家等対策の推進に関す

る特別措置法（以下、「空家法」という）の施行に関する具体的事務を市町村が進める

際に、参考となり得る類似事例は必ずしも十分に存在しない場合が少なくありません。 

  このため、空き家対策に関する市区町村の取組を促進するとともに、全国の空き家

対策を一層促進するため、市区町村等にノウハウの蓄積が十分ではない事務や官民が

協力して取組む事業等について、先駆的に実施される取組を支援し、その成果の全国

への展開を図るものです。 

 

２．事業の概要 

（１）事業内容 

空き家対策に関し、民間事業者、法務や不動産の専門家、市区町村等が連携して、

①関連法令・事例等の整理、取組みスキームや運用方針等の作成を行い、②これを実

際の空き家に適用しうる先駆的な取組について、国がその実施に要する費用の一部を

補助するものです。事業の成果は公表し、全国の市区町村等への展開等を図ります。 

       

【募集テーマ】 

    全国各地の先駆的な空き家対策の取組について募集します。なお、以下のテーマについ

ては、重点的に支援することとします。 

 ①発生防止 

例）高齢化する住宅所有者への情報提供（内容と方法の検討、人材育成等） 

②所有者不明 

例）財産管理人制度の活用の円滑化・迅速化 

③流通促進 

例）一定のエリアで重点的に空き家の流通を促進する取組 

④情報共有 

例）各地域における空き家対策推進に係る先進事例の情報共有や対策検討の体制整備 

※上記以外の取組についても、広く募集します。また、複数の事業に取組むことを妨げ

ません。 

 

（２）対象地域 

対象地域は問いません（事業の対象区域を明らかにしてください）。 

 

（３）事業実施期間 

本事業の実施期間は、以下のとおり予定しています。 
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・補助金交付決定通知の交付日（平成２９年８月目途）から平成３０年３月２日
（金）まで 

 

（４）補助事業者 

補助事業者は、２（１）に取組む 

・地方公共団体 

・民間事業者 

・専門家等により構成される団体等 

が対象となります。 

なお、本事業における代表者及び事業実施責任者を明確にし、かつ、経理担当者

を設置し、会計帳簿、監査体制を備えるなど、事業実施に係る責任体制を整備する

必要があります。 

 

（５）その他 

①応募する事業については、市区町村と民間事業者及び専門家等と連携して検

討・実施するものとし、連携先の団体及びその担当部署を応募様式に記載して

ください。 

②作成した運用方針等の成果物についてはＨＰ等に公開し、広く一般に無償で提

供してください。（個人情報に係る事項は伏せて提供してください。） 

③補助事業により直接に、特定の会社の営利を助長し、又はその経営を強化する

ものは対象となりません。 

 

３．補助金の額及び対象経費等 

（１）補助金の額 

本事業に係る補助金の額は、２（１）に掲げる経費の合計額以内の額とします。 

なお、補助金の額については、予算枠等を踏まえ、応募申請額に対して調整の上、

決定させていただくことがあります。なお、平成 29 年度の本事業全体の予算は 1 億

3,800 万円です。 

 

（２）計上できる経費 

対象経費として計上できる経費項目は以下のとおりです。なお、各経費の詳細は、

「住宅局所管事業の附帯事務費等の使途基準について」（平成７年１１月２０日付建

設省住総発第１７２号住宅局長通達）の定めによります。 

① 給与 ※ 地方公共団体の場合は対象外。 

専ら本事業の執行のために直接必要となる補助事業者の構成員（個人）又は構

成員に所属する者（構成企業等に属する個人）の給与。（実施担当者・事務局員

の人件費） 

②賃金 ※ 地方公共団体の場合は対象外。 

専ら本事業の執行に直接必要な補助員等の賃金（アルバイト等の人件費）。た

だし、庶務、経理等の一般管理事務に従事する者を除く。 

③報奨金 
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事業の実施のために直接必要な外部講師等への謝礼金等。 

④旅費 

会議出席、中間ヒアリング実施、成果報告会実施のために必要な普通旅費等（補

助事業に関わる補助員等に対するものを含む。）。対象地域内の空家等の現地確

認や現況調査等に要する交通費。ただし、対象地域外の空家等の現況調査等に要

する交通費は除きます。 

⑤需用費 

事業の実施のために直接必要な文具費、消耗器材等消耗品費、自動車等の燃料

費、設計書、図書、報告書、帳簿等の印刷・製本代等印刷製本費、電気・水道・

ガス等の使用料及び同計器使用料等光熱水費並びに事務用器具。 

注）上記のうち、文房具、図書等、事業期間後も残存する物は 2 万円未満のも

のに限ります。 

⑥役務費 

事業の実施のために直接必要な郵便、電信電話料及び運搬料等通信運搬費、物

品保管料、登記手数料、物品取扱手数料。 

⑦委託費 

事業の実施のために直接必要な調査・診断・設計等の委託料（補助事業の主た

る部分を除きます。） 

⑧使用料及び賃借料 

事業の実施のために直接必要な自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使

用料及び賃貸料。 

 （注）補助事業者が支出した財産管理人制度の予納金から充てられる経費のうち、

補助事業完了時に①～⑧の費用としてかかったものとして明らかにできるもの

については補助対象の経費として計上できます。詳しくは、事業実施の際に調

整させていただきます。 

 

（３）計上できない経費 

本補助金では、次のような経費は計上することはできませんので、ご注意ください。 

①建物等施設の建設費及び不動産取得費 

事業を実施する際に必要なものであっても、建物等施設の建設費、施設の改修

費用・除却費用や跡地の舗装等の費用及び不動産取得費を計上することはできま

せん。 

②事業の補助員等に支払う経費のうち、労働時間に応じて支払う経費以外の経費（雇

用関係が生じるような月極の給与、退職金、ボーナス等の各種手当） 

ただし、労働者派遣事業者との契約により技術者等を受け入れるために必要な

経費については計上できます。 

③耐用年数が 1年を越えるような備品等の購入費 

    耐用年数が 1 年を越えるような備品等についてはリース等により対応してくだ

さい。 

    なお、耐用年数が 1 年を越えるような備品等を購入した場合、補助の対象とな
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らないのでご注意ください。 

④事業の執行上特に必要のない会議費 

懇親会等事業の執行上特に必要でない会合等の飲料費、食費等 

⑤国内外を問わず、シンポジウム、セミナー等応募者の活動によらない単なる会合

等への出席のための交通費、宿泊費、参加費 

⑥事業中に発生した事故・災害の処理のための経費 

⑦その他、当該事業の実施に関連性のない経費 

 

（４）補助の条件 

①当該補助事業によって得られた成果を国土交通省が自らの判断により一般に公開 

することを妨げないことを、補助金の交付を受けることができる条件とします。 

②この募集要領の定めによる外、補助金の交付等に関しては、次の各号に定めると

ころにより行う必要があります。 

ⅰ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号） 

ⅱ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第

２５５号） 

ⅲ 国土交通省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・建設省令第９号） 

ⅳ 補助事業等における残存物件の取扱いについて（昭和３４年３月１２日付建

設省会発第７４号建設事務次官通達） 

ⅴ 公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いついて（昭和３４年４月１５

日付建設省住発第１２０号住宅局長通達） 

ⅵ 住宅局所管事業の附帯事務費等の使途基準について（平成７年１１月２０日

付建設省住総発第１７２号住宅局長通達） 

ⅶ 建設省所管補助事業における食料費の支出について（平成７年１１月２０日

付建設省会発第６４１号建設事務次官通達） 

ⅷ 住宅局所管補助事業等における消費税相当額の取扱について（平成１７年９

月１日付国住総第３７号住宅局長通知） 

ⅸ 住宅市場整備推進等事業費補助金交付要綱（平成２１年４月１日付国住生第

４号住宅局長通知） 

ⅹ その他関連通知等に定めるもの 

 

４．審査方法等 

（１）審査方法等 

応募事業については、応募の要件を満たしている応募書類の内容について書面審査

を行い、予算の範囲内で採択事業を決定します。（１５～２５件程度の採択を想定し

ています。） 

 

（２）審査基準 

以下の視点により総合的に審査します。 
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①事業目的への寄与度 

    空き家対策に関する先駆的な事務等について、事業目的のための取組内容や方

法など、事業計画の適切性について、事業目的への寄与度の観点から審査します。 
②事業の実現可能性・熟度 

提案された取組に関する事業計画の実現の可能性、資金等に係る計画、スケジ

ュールの具体性等の観点から、事業の実現可能性・熟度について審査します。 

③事業の効率性 

事業の実施にあたって、費用対効果が最大限発揮されるかの観点から、組織体

制、運営方法、計画の効率性について審査します。 

④事業の発展性 

応募事業の成果を公表・展開することで、他地域における同様の事例の課題解

決につながるかといった事業の発展性について審査します。 

 

（３）審査結果 

  審査結果は、応募者に対して通知します。また、採択した事業については団体名・

事業概要について公表します。 

 

（４）事業の採択後の手続き 

応募事業が採択されたときは、個別に事業内容や補助額等について調整させていた

だきます。その際、国土交通省から、事業内容について一部変更を求めることがあり

ます。また、必要に応じて資金計画や事業内容に関する資料を提出していただくこと

があります。 

選定結果の通知の際に、交付申請の手続き等についてお知らせします。補助金の交

付を受けるためには交付申請等の手続きを行う必要があります。なお、交付申請がな

されないと選定された事業であっても補助金が交付されないのでご注意下さい。 

  

５．補助金の交付の条件等 

補助事業者は、次の条件を守らなければなりません。 

（１）計画変更の承認等 

補助事業者は、やむを得ない事情により、次に掲げる行為をしようとするときは、

あらかじめ、国土交通省の承認を得なければなりません。 

・補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合 

・補助事業を中止又は廃止する場合 

・事業主体は、やむを得ない事情により、補助事業が予定の期間内に完了しない場

合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに国土交通省に報

告してその指示を受けなければなりません。 

 

（２）状況・実績の報告等 

①中間報告等 

事業の進捗・交付補助金の執行状況を調査・確認するため、国土交通省が実施
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する中間報告等に協力していただきます。 

②完了実績の報告 

補助事業者は、補助事業が完了（中止又は廃止を含む。）したときは、補助事

の完了の日から起算して一箇月を経過した日又は平成３０年３月２日（金）のい

ずれか早い日までに、完了実績報告書を国土交通省に提出しなければなりません。 

補助事業者は、完了実績報告書を国土交通省に提出するにあたっては、当該補

助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から

減額して報告しなければなりません。 

③成果報告会 

  補助事業者は、補助事業の完了後、国土交通省が定める日時によりその成果、

公表方法等を報告する会に出席していただきます。 

④事業報告 

国土交通省が定める様式により事業報告書を作成し、事業完了日までに提出し

ていただきます。 

事業報告書には、事業の効果及び目的（成果指標を含む）の達成状況に関する

事後評価を行い、当該事後評価結果を記載していただきます。また、併せて空家

法に関する事務等について作成した、運用方針等の写しについても提出していた

だきます。なお、国土交通省は提出された事業報告書等を自由に公開できるもの

とします。 

 

（３）刊行等 

補助事業者は、補助事業の結果又はその経過の全部若しくは一部を刊行し、又は雑

誌等に掲載する場合に、補助金による成果である旨を明記することができます。 

 

（４）消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還 

補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係

る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書を速やかに国

土交通省に提出しなければなりません。 

国土交通省は、この提出を受けた場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額の全部又は一部を国に納付させることとします。 

 

（５）経理書類の保管 

補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入

又は支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、

並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保存しなけれ

ばなりません。 

 

（６）知的財産権の帰属等 

調査により生じた知的財産権は、補助事業者に帰属します。ただし、作成した運用

方針等についてはＨＰ等に公開し、広く一般に無償で提供してください。 
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（７）取得財産の管理 

補助事業により取得した財産の所有権は補助事業者に帰属します。ただし、当該補

助事業により取得した財産又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）

については、補助事業の完了後も、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付

の目的に従って効果的運用を図らなければなりません。 

 

（８）事業に関するアンケート・ヒアリングへの協力 

補助事業者には、事業終了後、当該事業及びその後の状況に関する調査・評価等の

ためのアンケートやヒアリング等へ協力していただきます。 

 

６．応募手続き 

（１）応募書類 

  以下について提出してください。 

①応募様式（様式１～様式６） 

応募をしようとする者は、公募期間中に応募様式に従って、必要部数３部（正

本１部・副本２部）とその電子データ（ＣＤに保存したもの）を揃えて提出して

ください。 

②団体の定款や規約等、団体の目的、活動・事業の種類、会計に関する事項が記載

されているもの（民間事業者等が応募主体となる場合） 

③今年度の事業計画書及び収支予算書、またはそれらの案（民間事業者等が応募主

体となる場合） 

④会員等名簿など事業に取組む構成員がわかる書類 

 

（２）応募書類の提出方法 

①提出期限 

平成２９年６月２６日（月）必着 

②提出方法 

郵送で提出してください。応募者に対して受け取った旨の連絡はしませんので、

申込者自身で確認できる方法（配達記録郵便等）で提出してください。郵送時は、

必ず宛先を「先駆的空き家対策モデル事業担当」とし、赤字で「応募書類在中」

と記載してください。 

 

（３）応募書類作成の留意事項 

①応募書類の枚数は、原則として、１様式につき１枚とすること（様式内に別途指

定されている場合を除く。）。また、必要に応じて図表等を活用し、具体的かつ

簡潔に記載すること。 

②応募書類はすべてＡ４版とすること。 

③文字サイズは９ポイント以上とすること。 

④応募書類に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法
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によること。 

⑤活字体（手書きは不可）で作成すること。 

⑥電子データについては、印刷時に規定の枚数内になるようにしておくこと。 

⑦①～⑥の事項が守られていない応募書類については、審査対象外とします。 

 

７．その他の留意事項 

①同一の内容で国または地方公共団体から他の補助金等を受けている事業の応募は認

めません。 

②同一の応募者が同一の提案内容を重複して応募することはできません。 

③応募書類の作成及び提出に要する費用は、応募者側の負担とします。 

④応募書類に虚偽の記載をした場合には、提出された応募書類を全て無効とします。 

⑤応募書類について、この募集要領及び応募様式に示された条件に適合しない場合は

無効とすることがあります。 

⑥提出された応募書類は原則返却しませんので、その旨予めご了承ください。 

⑦採択した応募書類の内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法

律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）において、行政機関が取得した文書に

ついて、開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の

地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合があります。 

⑧応募書類の提出後において、原則として応募書類に記載されたいかなる内容の変更

も認めません。 

⑨この募集要領および応募様式に示された事項を遵守しない場合は、採択の取消しや

補助金の返還を求めることがあります。 

⑩手続きの詳細については、今後変更する場合があります。 

 

８．問い合わせ・応募書類の提出先   

 

 

 

 

〒１００－８９１８ 東京都千代田区霞が関２丁目１番３号 

国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 住環境整備室  

先駆的空き家対策モデル事業担当 藤井、五島 

電話番号：０３－５２５３－８１１１（内線３９３５６）  

ＦＡＸ ：０３－５２５３－１６２８ 

メールアドレス：jyutaku_seibi@mlit.go.jp 

受付時間：９：３０～１８：１５（土日祝除く） 

 
問い合わせについては、FAX または電子メールでお願いします。 


